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１１．．趣趣旨旨

○「個別支援の実現に向けたケアガイドライン」（以下、身障協ケアガイドライ

ン）は現在、令和新版をリリースしており、身障協は会員施設での個別支援

のさらなる充実を図るために、普及に取り組んでいます。

○平成 年度の第４回職員スキルアップ研修会以来、毎回の職員スキルアップ

研修会で、身障協ケアガイドラインのプログラムを設けて周知を図ってきま

した。

◯しかし、全国研修に参加できる人には限りがあるため、各ブロックや各都道

府県（以下「各県」）の研修でも取り上げることで、一層の普及を図ることが

求められます。

○令和６年度改訂の（資料１）「ケアの質が変わる！ 身障協ケアガイドライン

活用のポイント」（ ３～）をもとに、第 回職員スキルアップ研修会（令

和６年度）のプログラム例、補助資料等を掲載し、各県やブロックでの研修

プログラムの企画や運営のポイントやヒントをまとめました。

２２．．各各都都道道府府県県・・ブブロロッッククででのの研研修修のの利利点点

◯ケアガイドライン活用に向けた研修プログラムは、より多くの職種の職員が

参加することで効果が高まります。そのため、より身近で参加しやすい各県・

ブロックで研修が行われることが期待されます。

◯また、より身近な地域での研修であれば、複数回の研修を実施しすることで

学習効果を一層高めることも考えられます。

３３．．ププロロググララムムのの企企画画ににああたたっってて

（（１１））ププロロググララムムをを実実施施すするる機機会会

〇既存の大会・研修会の中で時間を設ける、各県やブロックで新たに研修会を

設ける、近隣の数施設や各施設単独で機会をつくるなど、さまざまな場合が

考えられます。

〇それぞれのメリットや制約されることを考慮して、参加者や焦点化したいこ

となどにあわせて、プログラムを工夫します。

（（２２））ねねららいいととププロロググララムムののパパタターーンン

〇講義のみか講義とグループワークか、事前課題の有無、複数回か１回か、特

に取り扱いたいテーマは何か、参加者の職種や経験の範囲などにより、プロ

グラムを考えます。

〇掲載の第 12 回職員スキルアップ研修会のプログラム例は、講義の後に行った

企企画画・・運運営営ののヒヒンントト

～～身身障障協協ケケアアガガイイドドラライインンをを使使っってて研研修修ししててみみよようう～～
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演習のプログラム例です。事前課題として、３分野のうちのどれかひとつを

選び指定された各２項目について、個人ワークと自施設でのグループワーク

を前提としています。 
  自施設の現状を深く知り、他施設での工夫のあり様を取り入れて、サービス

提供体制の充実をめざすものとなっています。 
あわせて、２つの事例について、スタンダードに適う対応のあり方を検討す

ることとしています。 
〇応用として、分野や指定項目を変えて検討したり、事例を変更して、実際に

困難を感じている場面についての対応を検討したりして、使用してください。 
〇応用して実施する場合、コメントのスタンスを作成して臨み、参加者が誤っ

た理解を持ち帰らず、有用なアドバイスを得られるようにします。 
〇施設単独で実施する場合は、第Ⅲ章の全項目について、長い期間を使って、

何回も行う、数名で実施チームを編成して行うなども有効です。 
〇その他、ねらいにあわせ、それぞれ工夫したプログラムの実施が望まれます。 

４４．．ググルルーーププワワーーククのの企企画画・・実実施施時時のの留留意意事事項項

（（１１））参参加加者者のの学学ぶぶ姿姿勢勢のの確確認認

○研修といえば、受動的に教わってくるもの、と考える参加者もいます。 
○ケアガイドライン活用に向けたグループワークは、さまざまな視点からの意

見のなかから、自分の施設に活用できそうなヒントを見つけようとする姿勢

（自ら学びとる姿勢）をもって臨まなければ成果が期待できません。 
○「自分の施設とは条件が違う」「地域性が違う」「自分とは役職が違う」など

と、相違点にばかり注目し、取り組まない理由ばかり探していては、何も前

進しません。自分の施設や地域と全く同じ条件の事例が都合よく存在するこ

とは稀です。 
○「自分の施設と同じ課題があるけれど、こういう工夫を試しているのか」、「自

分の施設と条件は違うけれど、このアイデアは活かせるかもしれない」と考

えていくことが重要です。 
◯各県やブロックで研修を実施する際にも、参加にあたっての心構えを伝えて

いくことが重要です。 
 
（（２２））指指導導者者（（フファァシシリリテテーータターー））のの役役割割

○参加者が持つ課題や疑問に対して、何でも答えを与えることが役割ではあり

ません。 
○グループワークを通じて、話し合いながら自ら答えを見つけていく“問題解

決の方法”を学んでもらうことが重要です。 
○あわせて、グループの発表にあたってのアドバイスを必要に応じて行います。 
○グループワークに慣れていない参加者もいると思われるため、全員が進め方

の約束事を確認するとともに、グループワークの状況を観察し、進め方が外

れているグループがあれば軌道修正することも役割です。 
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（（資資料料 ））

令令和和７７年年３３月月

社社会会福福祉祉法法人人全全国国社社会会福福祉祉協協議議会会

全全国国身身体体障障害害者者施施設設協協議議会会

（（編編集集：：調調査査研研究究委委員員会会））
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１１．．ケケアアガガイイドドラライインンととはは ～～ 障障害害者者支支援援施施設設ののケケアアススタタンンダダーードド

○「「個個別別支支援援のの実実現現にに向向けけたたケケアアガガイイドドラライインン」」（以下、ケアガイドライン）は会員施設

における個別支援のさらなる充実を図るため、常時介護と医療的ケアを必要とする障害

者への支援を行う障害者支援施設のケケアアススタタンンダダーードドとして身障協が取りまとめまし

た。

○このケケアアガガイイドドラライインンをを効効果果的的にに活活用用すするるここととでで、、施施設設ののササーービビスス改改善善をを図図るるここととがが期期

待待ででききまますす。

 

〔経緯・入手方法〕 

・ケアガイドラインは平成 22 年４月に「暫定版」を発行して以降、身障協・調査研究委員会において見

直しの検討を重ね、平成 26 年３月にチェックリストを追加した「改訂新版」、令和２年２月に「令和新

版」を発行しました。実費頒布も行っています。 

・ケアガイドラインの普及・活用促進を図るため、第４回職員スキルアップ研修会から実際に活用したプ

ログラムを実施しています。 

・令和３年２月より「令和新版」のエッセンスをまとめた１０分～１５分の解説動画を作成しました。解説

動画は随時更新予定です。 

      [会員用メニュー（総合メニュー）→【会員限定】ケアガイドライン（令和新版）解説動画] 

 〔トップページのバナー〕 

・「令和新版」本文や「活用のポイント」、各種シート等の関連のデータは、身障協ホームページ

（https://www.shinsyokyo.com/）にありますので、ご活用ください。 

[会員用メニュー （総合メニュー）→ ケアガイドライン] 

※以下の説明は、ケアガイドライン（令和新版）をもとに記しています 

２２．．ケケアアガガイイドドラライインンのの活活用用にによよるる効効果果のの例例

○「自分の施設が『できていること』と、『できていないこと』を認識し、より改善すべ

き点やめざすべき方向性が分かった」 

○「予想以上に職員によって認識に違いがあることが分かった。特に職種が違うとサービ

スに対する見方の違いが大きいことが分かった」 

○「担当業務以外のことを十分に知らない職員に、施設がどのようなことに取り組んでい

るかを知ってもらう機会となった」 

○「今後、改善すべき点やめざすべき水準等について、施設全体で共通認識をもつことが

できた」 

○「職種によってベースとしている専門性が異なるため、利用者への支援にあたって考え

方をまとめることが難しかったが、ケアガイドラインを基準にすることで多職種間の意

見をすり合わせ、連携を高めていくことができた」 
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３３．．チチェェッッククリリスストトののねねららいい～～ササーービビスス改改善善のの手手ががかかりりををつつかかむむ

○チェックリストの項目は、ケアガイドラインの第Ⅲ章「日常生活支援と社会生活支援」

の本文に即して設けられており、項目ごとに「できている」「できていない」をチェッ

クする様式としています。 

○チェックリストの真の目的は、「できている」「できていない」の数を確認することには

ありません。 

○チェックリストの一一番番ののねねららいいは、自施設の取り組みを振り返ることで、ササーービビスス改改善善

等等ののヒヒンントトをを見見つつけけるるここととにあります。 

○そのため、「できていない」項目はもちろんのこと、「できている」項目も、さらに改善

すべき点がないかを検討することが重要です。 

○特に、職種や部署、職員によって意見が分かれた場合は、その原因を確かめることで、

サービスに対する共通認識づくりを進めることができます。 
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４４．．ケケアアガガイイドドラライインン活活用用のの流流れれ

ケケアアガガイイドドラライインン活活用用のの流流れれ（（イイメメーージジ）） ※詳細は次頁以降参照

○○取取りり組組みみのの意意義義・・目目的的等等のの共共通通認認識識化化

・サービス改善・向上のヒントを見つけることが目的 

○○実実施施体体制制づづくくりり（（個個人人ででななくく組組織織ととししてて取取りり組組むむ））

・できるだけ多くの部署、職種、職階の職員（できれば全員）での実施 

○○各各職職員員にによよるるケケアアガガイイドドラライインンのの読読みみ込込みみととチチェェッッククリリスストトのの実実施施

   ・「できている」「できていない」のチェックをつけることが目的ではなく、 

自施設のサービスの強みと改善点を考え、把握することが目的 

  

 

 

○○強強みみとと改改善善点点のの把把握握

○○評評価価がが分分かかれれたた項項目目のの分分析析

・職員による評価の違いの原因の把握⇒共通認識づくり 

○○改改善善にに取取りり組組むむ項項目目のの選選定定、、改改善善方方法法のの検検討討

○○ううままくくいいっったた（（ううままくくいいかかななかかっったた））原原因因のの把把握握

○○改改善善のの取取りり組組みみ方方のの見見直直しし

施施設設内内ででのの実実施施体体制制づづくくりり

個個々々のの職職員員にによよるるチチェェッッククのの実実施施

メメンンババーー間間ででののチチェェッックク結結果果のの共共有有、、分分析析

改改善善点点・・改改善善方方法法のの検検討討

改改善善にに向向けけたた取取りり組組みみのの実実施施

改改善善にに向向けけたた取取りり組組みみのの評評価価

継継
続続
なな
チチ
ェェ
ッッ
クク
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施施設設内内ででのの実実施施体体制制づづくくりり

○施設長や担当職員が 1 人だけで実施するだけでは効果は期待できません。組織をあげ 
て実施することで十分な効果が得られます。 

○チェックリストを使用した振り返りを行う際には、ででききるる限限りり多多くくのの部部署署、、職職種種、、職職 
階階のの職職員員でで取取りり組組むむここととがが重重要要で、施設内の全職員で取り組むことが理想的です。 

○部署や職種、職階、担当業務等による認識の違いを確認して共通理解を深め、多様な 
視点からサービスを評価し、改善のヒントを見つけることができます。 

 

個個々々のの職職員員にによよるるチチェェッッククのの実実施施

○まず、チェックに参加する職員１人ひとりが、ケアガイドラインを読んだうえで、自

施設のサービスの現状を振り返り、チェックリストに評価を記入します。

○その際、「できている」「できていない」のチェックだけでなく、なぜそのように判断

したのか、「「判判断断のの根根拠拠、、疑疑問問点点等等」」ををででききるるだだけけ具具体体的的にに記記入入すするるここととががポポイインントト

です。

○支援者側の視点ではなく、「「利利用用者者のの視視点点」」で判断することが重要です。

《《チチェェッックク時時のの留留意意事事項項》》

○実際に評価を行うと「どちらともいえない」と感じることが少なくありませんが、あ 
えて「できている」「できていない」の 2 択としました。選択肢を増やすと、評価や 
議論が曖昧になり、真の目的であるサービス改善のヒントとなる課題が見えにくくな 
ってしまうためです。 

○下記を参考としながら、自分の中で根拠をもって「できている」「できていない」の 
いずれかを選択してください。 

アア．． つつのの項項目目のの中中にに複複数数のの要要素素がが含含ままれれるる場場合合

1 つの項目の中で複数の要素を含むものは、すべての要素を満たしている場合のみ 
「できている」と回答してください。改善点を見つけることが目的であるためです。 

 
 
 
 

 
 

（（例例））❶❶日日常常的的なな生生活活支支援援《《１１》》食食事事  

項目１：「食事時間・場所について、適切である」  

〇時間については適切であるが、場所については適切とは言えない場合。

⇒満たしていない要素があるため「できていない」と回答してください。 
 

「企画 ・運営のヒント～身障協ケアガイドラインを使って研修してみよう～」
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イイ．．「「ででききてていいるる」」とと見見ななすす水水準準のの判判断断 
どの水準まで取り組んでいれば「できている」と考えてよいかが不明確な場合は、 
施設として項目の内容を「できている」と対外的にも説明できるかどうかを議論し、 
組織としての判断を整理してください。

ウウ．．把把握握ししてていいなないい項項目目

担当外の業務等で把握していない項目については、チェックを記入せず、その旨を 
「判断の根拠、疑問点等」に記載してください。 

 

メメンンババーー間間ででののチチェェッックク結結果果のの共共有有、、分分析析

○個人でチェックしたメンバーで、チェックの結果を共有し、意見交換を行います。

○職員によって「できている」「できていない」の見解が分かれた項目は、その原因を 
確かめ、議論して組織としての回答を選択してください。 

○その際、ササーービビスス改改善善ののヒヒンントトをを探探すすここととをを目目的的にに議議論論をします。例え全員が「でき 
ている」を選択したとしても、さらに改善できる点が見つかる場合もあります。 

○共有・意見交換の際には、チェックに参加したメンバーのチェック結果に加え、「で 
きている」あるいは「できていない」と最終的に判断した根拠や、議論した内容等を 
記録します。 

 

改改善善点点・・改改善善方方法法のの検検討討、、改改善善のの取取りり組組みみのの実実施施

○チェックの取り組みの目的はサービス改善を実現することにあります。 でメンバ

ーが共有した評価をふまえ、施設として改善に取り組む事項や改善方法を検討し、実実

行行すするるここととがが何何よよりり重重要要です。

－ここで必ず確認しましょう。「その改善策は『利用者の視点』で判断しましたか？」－ 

○チェックリストの項目全体でみると、多くの改善しうる点が見つかることが考えられ

ます。それらの優先順位やすぐに着手できることかどうかなどを見極めます。

○少しずつであっても、実際に実行し、改善の手ごたえを得ることで、さらなる改善の

取り組みへの意気込みが出てくることが期待されます。

○また、改善する目標や方法について、実施してみて効果があがっているか等を評価し、

見直しを行っていきます。

「企画 ・運営のヒント～身障協ケアガイドラインを使って研修してみよう～」
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継継続続的的ななチチェェッックク

○ケアガイドラインによるチェックは一度行えば十分というものではありません。継続

的にサービスの状況や改善点の把握や改善の取り組み、職員の共通認識づくり等を行

っていくことがケアの質の向上につながります。

５５．．留留意意事事項項 ～～ 活活用用のの効効果果をを高高めめるるたためめにに

チチェェッッククリリスストトとと第第ⅢⅢ章章ととのの関関係係をを確確認認すするる

〇チェックリストの項目は、第Ⅲ章の各節の内容（《支援の留意点》の記載がある節に 
おいてはその部分）に対応しています。 

〇チェックリストの項目は、「～について、適切である」の表現を基本としており、「ど 
ういうケアであれば適切か」つまり「ケアスタンダードに適う状態」を第Ⅲ章本文で 
確認し、チェックをします。 

〇「できている」を選択するためには、項目の記載内容すべてを満たしていることが必

要なので、丁寧に日々のケアを思い返し、本文と照らし合わせます。 
○個人のチェックの後、メンバーで結果を共有し、意見交換を行う際にも、ケアガイド 
ラインの本文内容と日々のケアの実態が合致しているかについて議論をすることが重 
要です。 
 

第第ⅠⅠ章章・・第第ⅡⅡ章章をを読読むむ

○チェックリストは具体的なサービス内容に関連した第Ⅲ章部分をもとに作成されて 
います。そのため、ケアガイドラインの第Ⅰ章や第Ⅱ章部分は、ともすれば読み飛ば

されてしまいがちです。 
○しかし、第第ⅠⅠ章章やや第第ⅡⅡ章章ははケケアアガガイイドドラライインンをを活活用用ししてていいくくううええでで重重要要なな章章です。個 
別支援を充実させていくうえでの基本的な視点や職員に求められる姿勢、質の向上を

図るうえでのカギを握るサービス管理責任者の役割や個別支援計画等を活かしたマネ

ジメントについて記してある重要な部分です。 
◯施設内では少数の職種であり、独自の立ち位置で他職種との調整にあたるサービス管 
理責任者にとっての拠り所になるものと言えます。 

○ここを把握せずに第Ⅲ章だけを読んでも、効果的に改善を進めることはできません。 
管理者やサービス管理責任者はもちろん、職員全員が読んで理解を深めておくことが

重要です。 
 
 
 
 
 

「企画 ・運営のヒント～身障協ケアガイドラインを使って研修してみよう～」
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よよりり深深いい学学びびににつつななげげるる

◯職員によって意見が分かれる項目について、施設としての最終的な評価を判断し、改 
善の方向性や方法を考えていくうえでは、ケアガイドラインの本文のみならず、ささらら

にに深深いい理理解解やや学学びびがが必必要要ととななるる場場合合ががあありりまますす。 
○日本が批准した障害者権利条約の内容や障害者差別解消法、障害者虐待防止法等との 
関連性等もよく理解しておかないと、施設としての判断を誤ってしまう恐れがありま

す。 
〇補助資料参照 
 

施施設設内内のの共共通通認認識識をを深深めめるる

○部署や職種、職階等によってサービスに対する見方や判断が異なることは多く見られ 
ます。ときにはお互いに理解しあうことは難しいとあきらめてしまうこともあるかも

しれません。 
○同じ利用者に対してチームとして支援を行っていくうえで、支援の目標やその基盤と 
なる価値等について、メンバー同士で理解を深め合い、めざすべき方向性を確認する

ことは非常に重要です。 
○ケアガイドラインをひとつの材料として、お互いの認識を伝えあい、認識の違いの原

因を確かめ、サービスの向上に向けてすり合わせていくためのコミュニケーション

を図ることを意識してください。 
○認識のギャップを埋めていくことは容易ではありませんが、繰り返し話し合いを行い、 
議論を積み重ねていくことで可能となります。 

 

根根拠拠をを明明確確ににすするる

○サービスの現状を正確に把握し、適切な改善を行っていくうえで、なぜ、そのように

判断したかの根拠を明確にすることが非常に重要です。 
○サービスの改善には時間を要することが少なくありません。議論を積み重ねていくう

えで、判断の根拠が明確でなければ、改善の方向性にぶれが生じる場合があります。 
○ケアガイドラインでの評価は、場合によっては施施設設利利用用者者以以外外のの方方に対してサービス

内容を説明する際にも活用することが考えられますが、その場合にも、根拠が明確で

なければ不正確で不十分な情報となってしまう恐れがあります。 
 
 
 
 
 

「企画 ・運営のヒント～身障協ケアガイドラインを使って研修してみよう～」
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可可能能性性のの限限りりなないい追追求求をを

○サービスの現状を評価し、改善について検討していくなかで、職員体制等の制約等で

「利用者にとって十分でないかもしれないが、やむをえない」と考えてしまう場面も

あるかもしれません。場合によっては、「こんな体制なんだから、今のサービスの水

準で当然だ」と思う職員もいるかもしれません。 
○現状は利用者の立場にとって望ましい状況なのか、今すぐに根本から改善できなくと

も、応急的に対応したり、問題を軽減させたりする方法はないかを検討し、今すぐ打

てる手はなくとも、課題として意識しつづけ、チャンスがあれば改善していこう、と

いったように改善に向けた可能性を追求し続ける姿勢がケアの質の向上につながり

ます。 
 

６６．．ケケアアガガイイドドラライインン活活用用ににああたたっっててのの工工夫夫（（例例）） 

一一部部のの項項目目かからら着着手手すするる

○本来ケアガイドラインは全ての項目をチェックすることが必要なものですが、それに

は膨大な時間と根気が必要であり、表面的なチェックに終わってしまう可能性も生じ

ます。そうなってしまうよりも特定の節や項目からまず着手して、その後に他の部分

にも取り組む方法を取ることが有効です。 
 

継継続続的的ににチチェェッッククすするる

○ケアガイドラインを使ってサービスの見直しを行い、改善の取り組みを行ったのち、

数年後に再び見直しを行うことで、施設全体のサービスがどのように改善されたかを

確認することができます。 
 

施施設設内内研研修修でで職職種種合合同同ののググルルーーププをを作作りり、、研研究究発発表表をを行行うう

○ケアガイドラインを活用したサービスの現状把握や改善の取り組みは、職員全体で行

うのが一番効果的ですが、それが難しい場合には、一部の職員で先行して取り組むこ

とも考えられます。 
○特に部署や職種によって認識が異なる傾向がありますので、できる限り多くの部署・

職種・職階の職員でグループを作ることが重要です。そして、グループでサービスの

現状の把握や改善点の検討を行ったうえで、施設内にその成果を発表して共有し、施

設全体で改善に向けた取り組みを進めていくことが考えられます。 
 
 
 

「企画 ・運営のヒント～身障協ケアガイドラインを使って研修してみよう～」
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近近隣隣のの施施設設等等でで勉勉強強会会をを行行うう

○近隣の施設がそれぞれケアガイドラインをもとにチェックを行ったうえで、互いに持

ち寄って、共有する勉強会を行うことも考えられます。 
○自分の施設とは異なる視点を学んだり、自分の施設で課題となっていることを解決す

るヒントが得られたりすることが期待されます。 
 

複複数数回回にに分分けけてて勉勉強強会会をを行行うう 

○近隣の施設で集まる勉強会、あるいは施設内の勉強会において、複数回に分けて研修

会を行い、効果を高めることも考えられます。 
利用者とともにチェックするなどの試みも、いかがでしょうか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「企画 ・運営のヒント～身障協ケアガイドラインを使って研修してみよう～」
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（（資資料料２２））ププロロググララムム進進行行例例、、助助言言・・ココメメンントトののススタタンンスス

 

事事前前学学習習＋＋講講義義とと演演習習

【【ケケアアガガイイドドラライインン活活用用のの実実践践】】
 

「企画 ・運営のヒント～身障協ケアガイドラインを使って研修してみよう～」
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第第 回回職職員員ススキキルルアアッッププ研研修修会会

事事前前課課題題（（事事前前提提出出用用シシーートト））のの進進めめ方方

１１．．事事前前課課題題のの目目的的等等

○ 第 12 回職員スキルアップ研修会（以下、本研修会）では、研修会の参参加加者者全全員員に、

事事前前課課題題に取り組んでいただき、指定の期日（10 月 25 日（金））までに提出するこ

とを必須条件としています。 

○ 事前課題は、１日目の演習「身障協ケアガイドライン（令和新版）で適切なケアを考

える」において、学習効果を高めることを目的に取り組んでいただくものです。 
 

２２．．事事前前課課題題のの内内容容

（（１１））概概要要とと留留意意事事項項

○ 事前課題では、「ケアガイドライン」（令和新版）のチェックリストのうち、「「①①日日常常

的的なな生生活活支支援援」」のの「「《《１１》》食食事事（（２２項項目目））」」、、「「《《２２》》入入浴浴（（２２項項目目））」」、、「「《《３３》》排排泄泄（（２２

項項目目））」」ののみみ抽抽出出ししままししたた。。参加者の施設で３分野のうちのどれかひとつを選び、指

定された２項目について、検討を深めます。自らのケア等を振り返り、振り返りに参

加した職員の意見等をまとめていただきます。

○ この作業は、本研修会に参参加加さされれるる方方おおひひととりりでで実実施施すするるだだけけでではは効効果果がが薄薄くく、、組織

として実施することで効果がより高まります。

○ 本研修会参加者に加え、介護部門のサービス管理責任者、部門長（リーダー）、介護

職員の主任（中堅職員）、看護師のほか、他職種（栄養士、ＯＴ、ＰＴ、ＳＴ等）を

含めるよう配慮のうえ、３～４名の職員が参加して実施してください。

○ 回答にあたって、「できている」「できていない」の判断は、本文の「支援の留意点」

と自施設の現状を丁寧に照らし合わせて、該当する「支援の留意点」のすべての内容

ができていると判断された場合のみ、「できている」としてください。

○ どの水準まで取り組んでいれば「できている」と考えてよいかが不明瞭な場合は、該

当項目について「できている」と対外的に説明できるかどうかを施設内で議論し、施

設としての判断をしてください。

○ 実践している「スタンダードに近づける工夫」や「工夫のしようがないこと」などに

ついて、議論を重ねて、自施設のあり様を理解します。

「企画 ・運営のヒント～身障協ケアガイドラインを使って研修してみよう～」
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（（２２））手手順順

①①課課題題参参加加者者とと取取りり組組むむ分分野野のの決決定定

○ （１）に留意して参加者３～４名を決定し、参加メンバーで、施設として取り組む分

野を決定します。

②②個個人人用用シシーートトのの記記入入（（提提出出不不要要））

○ 選んだ分野の指定された 項目について、参加者それぞれが、個人用シートを記入し

ます。

○ 担当業務外等で十分に把握していない項目については、その旨を「記入欄」に記載し、

チェック結果を他の参加メンバーと共有する際に、自施設の状況を確認してください。

③③集集計計用用シシーートトのの記記入入（（提提出出不不要要、、研研修修当当日日おお手手元元にに 部部持持参参））

○ 各参加メンバーがチェックした結果を共有し、施設としての結果を集計用シートに記

入します。

○ 各参加メンバーによって、「できている」「できていない」の見解が分かれた場合は、

その理由を確認し、議論して施設としての回答を決定します。

○ 施設としての判断の根拠や議論した内容を、「記入欄」に記載します。

④④事事前前課課題題（（事事前前提提出出用用シシーートト））のの作作成成とと提提出出

○ 手順③までをふまえて、事前提出用シートに必要事項を記入して、 月 日（金）

までにメールで提出してください。

提出先：

３３ ケケアアガガイイドドラライインンににつついいてて

（（１１））ケケアアガガイイドドラライインンのの趣趣旨旨

○ 「ケアガイドライン」は、会員施設における「個別支援のさらなる充実を図る」「日

常生活支援と社会生活支援の両面から、サービス提供体制の整備を進める」「常時介

護と医療的ケアを必要とする障害者への支援を行う」をめざしたケア・スタンダー

ドです。現在は、令和２年２月に発行したケアガイドライン（令和新版）が最新版

です。

（（２２））チチェェッッククリリスストトのの目目的的

○ チェックリストは、各施設における「ケアガイドライン」の達成状況を把握するた

めのものです。

○ チェックリストの項目は、「ケアガイドライン」の第Ⅲ部「日常生活支援と社会生活

支援」の各項目の解説に沿って設けられており、項目ごとに「できている」「できて

いない」をチェックする様式としています。

「企画 ・運営のヒント～身障協ケアガイドラインを使って研修してみよう～」
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○ チェックリストの真の目的は、単に「「ででききてていいるる」」「「ででききてていいなないい」」のの数数をを確確認認すするる

ここととででははあありりまませせんん。。

○ チェックリストの一番のねらいは、自施設の取り組みを振り返ることで、ケケアアをを改改

善善すするるたためめののヒヒンントトをを得得るるここととにあります。

○ そのため、なぜ「できている」あるいは「できていない」と考えるのかの理理由由、、根根

拠拠がが重重要要となります。

（（３３））チチェェッッククリリスストトをを使使用用ししたた振振りり返返りりのの効効果果（（例例））

○ 「ケアガイドライン」を活用した施設からは、さまざまな効果あったとの報告があ

ります。

 
 
（（４４））事事前前課課題題にに取取りり組組むむににああたたっっててのの参参考考資資料料

ケアガイドライン（令和新版）解説動画

○ 全国身障協では、ケアガイドライン（令和新版）のエッセンスをまとめた解説動画

を作成しました。

○ 冊子の第１・２章に沿った、ケアガイドラインの目的や使い方に関する解説や、第

３章に沿って、テーマごとの考え方や留意点等を解説しています。

全国身障協ホームページ（ ）に掲載しています。

全国身障協ホームページ ホーム 【会員限定】ケアガイドライン（令和新版）解説

動画（トップページのバナー）

 
 
 

「職種による専門性の違いから、利用者への支援の方針について十分に理解しあう

ことが難しかったが、ケアガイドラインを共通の物差しとすることで、連携を図

っていくための議論の足掛かりができた」

「複数の職員で振り返りの結果を話し合うことで、今後、改善すべき点や目指すべ

き水準、今後の課題等について、共通認識をもつことができた。」
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ケケアアガガイイドドラライインン関関連連研研修修ププロロググララムム 進進行行例例

事事前前学学習習＋＋講講義義とと演演習習【【ケケアアガガイイドドラライインン活活用用のの実実践践】】 

時時間間 内内容容

～～ 分分

程程度度

講講義義 （（テテーーママ例例））「「ケケアアガガイイドドラライインンのの意意義義とと活活用用方方法法」」

（（講講師師：：企企画画運運営営者者））

～～ 分分 休休憩憩 ※※講講義義時時間間がが短短いい場場合合はは省省略略可可

分分 演演習習１１

（（ 分分）） ◆◆オオリリエエンンテテーーシショョンン（（演演習習担担当当委委員員））

１１．．自自己己紹紹介介（（会会場場のの委委員員紹紹介介））

２２．．演演習習のの目目的的説説明明

○チェックリストを使い、自施設の現状と課題を認識する。  

○他施設の評価の視点を知る（自施設と、他施設との考え方やケアの方向性の違いに

ついて考え、自施設での支援のあり方を見つめ直す）。 

○解決したい課題・改善点等について、他施設での取り組みや参加者のアイデアを聞く

ことで今後のヒントを得る。 

 

３３．．演演習習のの進進めめ方方説説明明

・事前課題の内容を共有 

・共有した事前課題の内容を基に、解決策や望ましい対応策をグループで検討 

  →その後、各グループ代表から発表 

（（ 分分）） ◆◆演演習習（（小小ググルルーーププでで討討議議：：５５人人程程度度がが効効果果的的））

１１．．顔顔合合わわせせ

（（１１））ググルルーーププ内内ででのの自自己己紹紹介介

○都道府県名・施設名・職名・職務内容を話す。時間があれば他のことも話す 

○グループの人数に差があるので、人数の少ないグループは、余った時間は、話し 

足りなかったメンバーが＋αで追加の自己紹介をする 

（（２２））ググルルーーププ内内でで進進行行役役・・発発表表役役・・タタイイムムキキーーパパーーをを互互選選

※時間がかかりやすいので、時間内に決めるように促す 

※時間内に決まっていないグループに対しては、委員からルールを提示して機械的

に決定してもらう（ジャンケン、「一番遠くから来た参加者」等） 

第第 1122回回職職員員ススキキルルアアッッププ研研修修会会（（令令和和６６年年度度））とと同同様様のの形形式式  

「企画 ・運営のヒント～身障協ケアガイドラインを使って研修してみよう～」
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（（ 分分）） ２２．．事事前前課課題題（（事事前前提提出出用用シシーートト））のの共共有有

共共有有：：事事前前課課題題のの項項目目ににつついいてて、、自自施施設設ででははどどののよよううなな議議論論やや判判断断ををししたたかか

（（１１））１１人人ずずつつ報報告告、、相相互互にに質質疑疑・・意意見見交交換換をを行行うう（（１１人人４４～～５５分分程程度度））

（（報報告告・・意意見見交交換換のの内内容容））

・事前課題の項目について自施設の議論内容や判断に関して気になったこと 

    ※余った時間は、話し足りなかったメンバーが＋αで追加発言 

 

（（２２））進進行行（（演演習習担担当当委委員員））のの合合図図ででググルルーーププ討討議議へへ 

（（ 分分）） ３３．．ググルルーーププ討討議議

◎事前課題の内容を基に相互に質疑・意見交換を行う。 

  

《《討討議議内内容容》》（（「「ととりりままととめめシシーートト」」にに記記載載しし、、発発表表））
①①例例外外ななくくででききてていいるるかか：：「「ででききてていいるる」」「「ででききてていいなないい」」のの２２択択でで判判断断

②②ススタタンンダダーードドにに近近づづけけるる工工夫夫ににつついいてて

・・理理想想的的ででははなないいかかももししれれなないいがが、、工工夫夫にによよっってて「「ででききてていいるる」」ととししたた例例

・・工工夫夫ののううええ個個別別のの対対応応ををすするるここととででニニーーズズをを実実現現ししてていいるる例例

③③ででききてていいなないいととすするる理理由由

・・足足りりなないいもものの・・工工夫夫ののししよよううがが見見つつかかららなないいここととはは何何かか

・・具具体体化化ででききなないいニニーーズズ例例

④④他他のの施施設設にに聞聞いいててみみたたいいこことと

◎◎演演習習担担当当委委員員のの役役割割
・グループ討議の状況観察 

・発言者の偏り、議論の滞りがある場合、円滑な進行の促し 

・最終的な発表の前に、各グループの結論確認。＋αのポイント等助言 

（（ 分分）） ４４ 討討議議のの結結果果報報告告

・各グループの発表者から、グループでの討議結果および解決策や望ましい対応策 

を発表［１グループあたり最大５分］ 

※進行（演習担当委員）が発表グループを指名 

《《発発表表内内容容》》（（「「ととりりままととめめシシーートト」」にに記記載載しし、、発発表表））
①①例例外外ななくくででききてていいるるかか：：「「ででききてていいるる」」「「ででききてていいなないい」」のの２２択択でで判判断断

②②ススタタンンダダーードドにに近近づづけけるる工工夫夫ににつついいてて

・・理理想想的的ででははなないいかかももししれれなないいがが、、工工夫夫にによよっってて「「ででききてていいるる」」ととししたた例例

・・工工夫夫ののううええ個個別別のの対対応応ををすするるここととででニニーーズズをを実実現現ししてていいるる例例

③③ででききてていいなないいととすするる理理由由

・・足足りりなないいもものの・・工工夫夫ののししよよううがが見見つつかかららなないいここととはは何何かか

・・具具体体化化ででききなないいニニーーズズ例例

④④他他のの施施設設にに聞聞いいててみみたたいいこことと

（（ 分分）） ５５．．演演習習担担当当委委員員かかららのの助助言言・・ココメメンントト
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分分 演演習習２２

（（ 分分）） ◆◆オオリリエエンンテテーーシショョンン（（演演習習担担当当委委員員））

１１．．演演習習のの目目的的説説明明

○ケアガイドラインを使い、スタンダードにかなう解決策を模索する。 

○自施設において解決策を実行するにあたり、困難が生じそうなこと・それを乗り越える

工夫について考える。  

 

２２．．演演習習のの進進めめ方方説説明明

・２つの検討事例の共有 

・２つの検討事例について解決策や望ましい対応策をグループで検討 

→その後、各グループ代表から発表 

（（ 分分）） ◆◆演演習習（（小小ググルルーーププでで討討議議：：５５人人程程度度がが効効果果的的））

１１．．ググルルーーププ討討議議

１１ ２２つつのの検検討討事事例例ににおおいいてて、、以以下下のの２２点点ににつついいてて討討議議

《《討討議議内内容容》》（（「「ととりりままととめめシシーートト」」にに記記載載しし、、発発表表））
（１）ケアスタンダードにかなう解決策を模索する 

（２）自施設での対応を考えた場合、解決策を実行するにあたり、困難が生じそうな 

事項は何かを考える 

◎◎運運営営委委員員のの役役割割
・グループ討議の状況観察 

・発言者の偏り、議論の滞りがある場合、円滑な進行の促し 

・最終的な発表の前に、各グループの結論確認。＋αのポイント等助言 

（（ 分分）） ２２．．討討議議のの結結果果報報告告
・各グループの発表者から、検討事例の討議結果を発表 

    ［１グループあたり最大５分］ 
※進行役（委員）が発表グループを指名 

 

《《発発表表内内容容》》（（「「ととりりままととめめシシーートト」」にに記記載載しし、、発発表表））

（１）ケアスタンダードにかなう解決策を模索する 

（２）自施設での対応を考えた場合、解決策を実行するにあたり、困難が生じそうな事項 

は何かを考える 

（（ 分分）） ３３．．演演習習担担当当委委員員かかららのの助助言言・・ココメメンントト
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事事前前学学習習＋＋講講義義とと演演習習【【ケケアアガガイイドドラライインン活活用用のの実実践践】】

ケケアアガガイイドドラライインン関関連連ププロロググララムム 助助言言・・ココメメンントトののススタタンンスス（（例例））

○第 12 回職員スキルアップ研修会での指導内容をふまえ、ケアガイドラインで演習を実施

する際の助言・コメントのスタンスを整理しました。 
○実際には、各演習担当委員の判断でグループ討議の議論の状況や、参加者層、地域性等を

考慮する必要があります。助言・コメントの際の参考としてください。 

ⅠⅠ 演演習習のの目目的的・・進進めめ方方のの説説明明

（（目目的的））

○○ケケアアガガイイドドラライインンをを使使いい、、自自施施設設のの現現状状とと課課題題をを認認識識しし、、改改善善案案、、ケケアアススタタンンダダーードドにに

かかななうう解解決決策策をを模模索索すするる。。 
○○他他のの施施設設のの評評価価のの視視点点をを知知るる（自施設と、他施設との考え方やケアの方向性の違いにつ

いて考え、自施設での支援のあり方を見つめ直す）。。 
○○解解決決ししたたいい課課題題・・改改善善点点ににつついいてて、、他他施施設設ででのの取取りり組組みみやや他他のの参参加加者者ののアアイイデデアアをを聞聞くく

ここととでで今今後後ののヒヒンントトをを得得るる

（（進進めめ方方））進行例等をもとにプログラム全体の流れを説明 

ⅡⅡ 演演習習ででのの助助言言・・ココメメンントトののススタタンンスス（（各各会会場場共共通通））

＜＜１１．．ググルルーーププ討討議議中中のの指指導導＞＞

○討議状況を観察する。 
○発言者が偏ったり議論が滞ったりした場合は、円滑に進行するよう話しかける。 
○発表前に、それぞれの工夫のあり様や困りごとについて、他のグループにも伝わりやす

いようにまとめられているか確認し、発表内容のブラッシュアップを促す。 
○ケアガイドラインⅠ章・Ⅱ章の視点を必要に応じて提示する（管理者・サビ管の役割や

支援の基本的姿勢など）。 
 
＜＜２２．．ググルルーーププ討討議議中中ののココメメンントトののススタタンンスス＞＞

〇改善のヒントを見つける 
・意見が分かれた項目こそ、多くのヒントが含まれている（多くの職員の異なる視点・ 気

づきが含まれている）。 
・「できている」と判断した内容、「できていない」と判断した理由等について議論を深め

る。意見交換により、改善のヒントを探す。 
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〇サービス提供体制の充実の視点 
・「現在のサービスメニューでは対応できないからしかたない」で終わらせるのではなく、

職員シフトの変更、地域の関係機関等との連携、人材確保の工夫等から実現できる可能

性はないか、多方面から検討し、できることから変化させてサービス提供体制の充実を

図る。 
〇判断の根拠を明確にすることで自施設の特性を理解する 
・「できている」「できていない」の判断根拠を明確にするための事前課題シートとなって

いる。事前課題に取り組むことで、自施設の「判断基準」や「強みと弱み」を理解する。 
〇意思決定支援のあり方を常に意識する 
・意思の代行決定やパターナリズムによるアプローチをしていないか。 
・利用者一人ひとりに合った意思決定のための支援方法を工夫し、実施しているか。 
・意思表明が困難な利用者については、本人の意思確認にあらゆる支援を尽くしたうえで、

本人をよく知る人・機関の意見を伺っているか 
・その日その時の本人の意向に沿って支援できているか（「今日はいつもと違う選択をし

たい」等の気持ちを尊重できているか）。 
〇チームとしてのあり方 
・職員それぞれが、自分の役割と他者との関係を意識し、支援チームとしてのあり方を模

索し、同じ目標の達成をめざす支援者集団として支援をする。 
 
＜＜３３．．ググルルーーププ報報告告後後ののココメメンントト＞＞

・グループ討議において参考となる意見等が出ていれば、発表の際に、委員が指名して報

告してもらう（あるいは委員が意見を紹介する）。 
・各グループの議論や報告の内容をふまえ、必要なコメントをする。特に、適切でないケ

アにつながりかねない意見があればコメントする。（参加者が誤った知識・情報をもち

帰らないようにする） 
必要に応じて、事前課題の意見等も具体例として紹介する。 

○○よよりり深深いい学学びびににつつななげげるる

・総括所見に関する今後の議論を意識して学び、現在の支援のあり方について検討してい

く。その前提として、現行の条約・国内法・通知等の内容とその運用状況についても関

心を持っていく。 
 
○○多多職職種種でで取取りり組組みみ、、共共通通認認識識ををつつくくるる

・多職種の職員が一緒にチェックを行い議論することが重要。他職種がどのような仕事を

どのような認識で取り組んでいるかを相互に理解できる機会とする。 
・職種間の連携方法等を検討し、支援現場での円滑な連携体制を構築する。 
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○○職職場場のの雰雰囲囲気気をを変変ええるるききっっかかけけととすするる

・ケアガイドラインのチェックリストの回答結果を基に、職員間で話し合いをすることで、

仲間意識の醸成や互いに高め補いあう職場の雰囲気づくりにつなげる。 
○○ササーービビススのの質質のの向向上上、、よよりりよよいい職職場場づづくくりりをを

・自施設だけでなく近隣の施設、関係機関、地域住民等、一緒に取り組む仲間を広げ、サ

ービスの質を高めるとともに、よりよい職場づくりにつなげる。 
・福祉に限らない分野との連携により、支援の幅が広がる可能性がある。 

 

（（メメモモ欄欄））
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演演習習 事事前前課課題題のの内内容容をを基基にに相相互互にに質質疑疑・・意意見見交交換換

《《事事前前課課題題項項目目（（第第 回回職職員員ススキキルルアアッッププ研研修修会会））》》

Ⅲ 「１．日常的な生活支援」に関して、該当する分科会の２項目を

それぞれ「 」～「 」お答えください。（「Ⅰ」で選択した分科会について回答）

分分科科会会 項目

《《１１》》食食事事
１ 栄養管理（栄養マネジメント、経口維持、経口移行）・口腔ケアについて適切である。

２ 衛生管理・安全な摂食支援について、適切である。

《《２２》》入入浴浴
１ 入浴時の配慮（尊厳、体調を考慮した支援等）について、適切である。

２ 安全とプライバシーへの配慮について、適切である。

《《３３》》排排泄泄
１ 尊厳への配慮について、適切である。

２ 利用者の意向や心身の状況に応じた工夫について、適切である。

項項目目「「NNoo..１１」」ににつついいてて  

aa.. 例例外外ななくくででききてていいるるかか：：「「ででききてていいるる」」「「ででききてていいなないい」」でで判判断断（（理理由由もも含含めめてて））  
bb.. ででききるる限限りりススタタンンダダーードドにに近近づづけけるる工工夫夫ににつついいてて：：理理想想的的ででははなないいかかももししれれなないいがが、、工工夫夫にによよ

っってて「「ででききてていいるる」」ととししたた例例  

cc.. 「「ででききてていいなないい」」ととすするる理理由由：：足足りりなないいもものの・・工工夫夫ののししよよううがが見見つつかかららなないいここととはは何何かか、、具具体体

化化ででききなないいニニーーズズ例例  

dd.. 他他のの施施設設にに聞聞いいててみみたたいいこことと  

項項目目「「NNoo..２２」」ににつついいてて  

aa.. 例例外外ななくくででききてていいるるかか：：「「ででききてていいるる」」「「ででききてていいなないい」」でで判判断断（（理理由由もも含含めめてて））  
bb.. ででききるる限限りりススタタンンダダーードドにに近近づづけけるる工工夫夫ににつついいてて：：理理想想的的ででははなないいかかももししれれなないいがが、、工工夫夫にによよ

っってて「「ででききてていいるる」」ととししたた例例  

cc.. 「「ででききてていいなないい」」ととすするる理理由由：：足足りりなないいもものの・・工工夫夫ののししよよううがが見見つつかかららなないいここととはは何何かか、、具具体体

化化ででききなないいニニーーズズ例例  

dd.. 他他のの施施設設にに聞聞いいててみみたたいいこことと  

※※第第 回回職職員員ススキキルルアアッッププ研研修修会会でで使使用用ししたた事事前前課課題題（（事事前前提提出出用用シシーートト））ののフフォォーー

ママッットトはは以以下下のの全全国国身身障障協協ホホーームムペペーージジをを参参照照。。

（（全全国国身身体体障障害害者者施施設設協協議議会会 ホホーームム 障障害害者者支支援援施施設設でで働働ききたたいい方方へへ ケケアアガガ

イイドドラライインン））

（（演演習習のの目目的的））

○○チチェェッッククリリスストトをを使使いい、、自自施施設設のの現現状状とと課課題題をを認認識識すするる。。

○○他他施施設設のの評評価価のの視視点点をを知知るる（（自自施施設設とと、、他他施施設設ととのの考考ええ方方ややケケアアのの方方向向性性のの違違

いいににつついいてて考考ええ、、自自施施設設ででのの支支援援ののあありり方方をを見見つつめめ直直すす））。。

○○解解決決ししたたいい課課題題・・改改善善点点等等ににつついいてて、、他他施施設設ででのの取取りり組組みみやや参参加加者者ののアアイイデデアア

をを聞聞くくここととでで今今後後ののヒヒンントトをを得得るる。。
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【【助助言言ココメメンントトののススタタンンスス（（テテーーママ例例：：食食事事・・入入浴浴・・排排泄泄））】】 

【【食食事事】】

○○栄栄養養管管理理

・利用者・家族の意向、障害の特性や栄養状態に配慮した栄養マネジメントの実施。

・多職種（医師、管理栄養士、看護職員、サービス管理責任者、介護職員等）との十

分な連携を図り、一人ひとりの機能（摂食嚥下機能等）や病気の状態に合わせて、

おいしく安全な食事を口から食べることを支援することで生きる意欲や楽しみにつ

なげる。

・栄養ケア計画は、十分に説明を行ったうえで利用者の理解を得て、利用者主体で進

める。

・栄養ケアカンファレンスを定期的に実施し、利用者の現在の状況やニーズ、他職種

の意見を踏まえながら見直しを行う。

・計画（ ）、実施（ ）、評価（ ）を繰り返し行い、ニーズ達成をめざす。

〇〇口口腔腔ケケアア

・虫歯や歯周病などの口腔内トラブル予防だけでなく、誤嚥性肺炎等疾患の予防や口

臭・味覚の改善等健康的な日常生活を送るために重要である。

〇〇衛衛生生管管理理とと安安全全なな摂摂食食支支援援ののあありり方方

・自施設にはない器具・道具や環境設定のありかたを学び、自施設で活かせることは

ないか、その手順等を考える。

 
【【入入浴浴】】

○○ああくくままでで「「利利用用者者がが望望ままなないい異異性性介介助助はは行行わわなないい」」ここととがが、、障障害害者者権権利利条条約約・・法法令令等等よよ

りり求求めめらられれてていいるるここととをを法法人人・・職職員員のの共共通通認認識識ととすするる。。

○異性介助を希望する利用者については、その理由について、慎重かつ丁寧に聞き取り、

対応を判断する。性的マイノリティ、性別役割への思い込みや偏見（介護は女性の仕事、

男性の支援は荒いなど）などさまざまな要因が潜んでいる可能性がある。また、雑な対

応は、障害者虐待やカスタマーハラスメントに発展する可能性があることを意識する。

○利用者の意向や希望に対して一律の対応とするのではなく、施設としてどこまで個別の

支援ができるかを検討する。

○入浴は身体状況を把握する重要な機会ととらえる。変調が見られた場合には職種間で情

報を共有し、対応する。
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【【排排泄泄】】

○○ああくくままでで「「利利用用者者がが望望ままなないい異異性性介介助助はは行行わわなないい」」ここととがが、、障障害害者者権権利利条条約約・・法法令令等等にに

よよりり求求めめらられれてていいるるここととをを法法人人・・職職員員のの共共通通認認識識ととすするる。。

○「できないから仕方ない」ではなく、「できていないことは本来あるべきでない状態」

であり、少しでも早く解消するために、できうる限りの改善を追求し続ける姿勢が必要。

〇異性介助を希望する利用者については、その理由について、慎重かつ丁寧に聞き取り、

対応を判断する。性的マイノリティ、性別役割への思い込みや偏見（介護は女性の仕事、

男性の支援は荒いなど）などさまざまな要因が潜んでいる可能性がある。また、雑な対

応は障害者虐待やカスタマーハラスメントに発展する可能性があることを意識する。
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演演習習 ２２ ２２つつのの検検討討事事例例ににおおいいてて、、以以下下のの２２点点ににつついいてて討討議議

 

《《検検討討事事例例（（第第 回回職職員員ススキキルルアアッッププ研研修修会会））》》

《《事事例例①①》》

軽度の知的障害のある利用者 氏は、お菓子が大好物で、購入機会があればたくさん

購入し、手元にあると際限なく食べてしまう。ケア会議において『食事が入らなくなり

不健康』との理由で、お菓子はケアステーション預かりとなり、一日の量を決めて管理

している。

氏は、肥満傾向にはあるが、特に病気はない。「もっとお菓子を出して。私のものだ」

と日々主張される。

ベテラン職員 は、そのたびに 氏に近づき、大きな声で「昨日も言いましたよね」

「わかりますよね」「決まりです」などと諭す。

新人職員 は、その様子を見ると辛い気持ちになるがどうしたら良いのかわからない。

《《事事例例②②》》

職員 は、利用者 氏から「大勢で一緒に歌う活動がしたい。コーラス部を作ってほ

しい」との要望を受けた。

『音楽を指導できる職員はいそうにない』『施設にピアノはない』『歌に興味がありそ

うな利用者はあまりいなさそう』など、できない理由がいくつも思い浮かんだ。

は「うちの施設では無理です」と 氏に伝えた。

（（討討議議課課題題））

（１）ケアスタンダードにかなう解決策を模索する。

※多角的に考え、職員としてのあり方、チームとしてのあり方、サービス提供体制の変

更などを考慮すること。

（２）自施設での対応を考えた場合、解決策を実行するにあたり、困難が生じそうな事項

は何かを考える。

※時間が許す範囲で、それぞれが考えたことをグループ内で話し合い、意見交換・相互

アドバイス、まとめをすること。

※※第第 回回職職員員ススキキルルアアッッププ研研修修会会でで使使用用ししたた検検討討事事例例ののフフォォーーママッットトはは以以下下のの全全国国身身障障協協

ホホーームムペペーージジをを参参照照。。

（（全全国国身身体体障障害害者者施施設設協協議議会会 ホホーームム 障障害害者者支支援援施施設設でで働働ききたたいい方方へへ ケケアアガガ

イイドドラライインン））

（（演演習習のの目目的的））

○○ケケアアガガイイドドラライインンをを使使いい、、ススタタンンダダーードドににかかななうう解解決決策策をを模模索索すするる。。

○○自自施施設設ににおおいいてて解解決決策策をを実実行行すするるににああたたりり、、困困難難がが生生じじそそううななこことと・・そそれれをを乗乗りり

越越ええるる工工夫夫ににつついいてて考考ええるる。。 

「企画 ・運営のヒント～身障協ケアガイドラインを使って研修してみよう～」
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【【助助言言ココメメンントトののススタタンンスス（（検検討討事事例例））】】 

【【事事例例①①】】

○○ 氏氏ととのの日日常常的的なな関関わわりり：：意意思思決決定定支支援援のの視視点点

・意思をはっきり表明できる・好みが明確等のストレングスに注目し、 氏が望む生活

について日常の関わりの中で聞き取る（お菓子を楽しみたい気持ち・他の楽しいと感

じることなど）。 
○○ケケアア会会議議ののあありり方方：：本本人人参参加加

・本人および多職種参加で、健康を守りつつ希望を叶える方法を探す。

○○個個別別支支援援計計画画

・計画に盛り込み、本人・家族に説明し、理解を得る。

・職員の関わり方について共通理解を図る。 
○○心心理理的的虐虐待待のの可可能能性性：：権権利利擁擁護護・・虐虐待待防防止止（ ～ 「個別支援の実現に向けたケアガ

イドライン」）

・検討事例内の「ベテラン職員 は、そのたびに 氏に近づき、大きな声で・・」

について対応のあり方を検討することが必要。

○○チチーームム支支援援

・支援の基本的姿勢（ ７～９「個別支援の実現に向けたケアガイドライン」）。

・新人育成・研修体制。

・風通しの良い風土作り。

・管理者・サービス管理責任者の役割（ ５～６、 ９「個別支援の実現に向けたケア

ガイドライン」）。

 

【【事事例例②②】】

○○職職員員のの姿姿勢勢（ ７「個別支援の実現に向けたケアガイドライン」）

・職員の態度や支援の姿勢、利用者の「活動制限」や「社会参加の制限」をもたらして

いないか。

・利用者の長所、強みに着目するストレングスの視点とともに、利用者ニーズの達成を

支援する姿勢と誠実で継続性のある態度が求められる。

・サービス提供体制の見直しや工夫によって、実現できる可能性がないか他施設の工夫

等も参考にしながら、多方面から検討する（少人数から・カラオケクラブからなど）。

○○チチーームム支支援援ににつついいてて（ ５～６「個別支援の実現に向けたケアガイドライン」）

・管理者を中心としたサービス提供に対する組織全体で取り組む。

・全職員が利用者を大切にするチームの一員である意識をもって行動する。

・日頃からチームで対応する風土をつくることで、独断をふせぐ。

○○個個別別支支援援計計画画（ ７～８「個別支援の実現に向けたケアガイドライン」）

・利用者が希望するサービスが実施困難や中止にせざるを得ない状態になったとしても、

利用者のニーズが達成できるよう支援内容を再検討し継続する。

「企画 ・運営のヒント～身障協ケアガイドラインを使って研修してみよう～」
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・個別支援計画を策定しサービスを提供することで、支援者ひとりだけの価値観を利用

者に押し付けることが回避できる。

○○具具体体化化さされれななかかっったたニニーーズズ（ ３～４、 「個別支援の実現に向けたケアガイドラ

イン」）

・他の利用者にも同じようなニーズがないか、それらのニーズに対応するために個々の

サービス提供時間や方法、職員配置等の変更、さらには、新しいサービスメニューを

取り入れることはできないか等、サービス提供体制について検討する。

・具体化されなかったのはなぜか、何が足りなかったのかについて検討する。

○○地地域域にに目目をを向向けけるる（ｐ ～ｐ 「個別支援の実現に向けたケアガイドライン」）

・外部講師やボランティアの利用、地域の活動への参加等多方面から検討する。
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（（資資料料３３））補補助助資資料料

（（１１））身身障障協協関関連連

● 個別支援の実現に向けたケアガイドライン（令和新版）

（令和２年 月 全国身体障害者施設協議会）※※会会員員ロロググイインン必必須須

● 個別支援の実現に向けたケアガイドライン（令和新版）解説動画

（令和３年２月～令和４年４月全国身体障害者施設協議会）※※会会員員ロロググイインン必必須須

● 身障協 虐待ゼロへの誓い

（令和３年３月 全国身体障害者施設個協議会） ※※会会員員ロロググイインン必必須須

● 身障協認定制度（ ）第１段階

（令和６年３月リリース 全国身体障害者施設協議会） ※※会会員員ロロググイインン必必須須

● 身障協版 意思決定支援ガイドライン（仮）

（令和７年５月【予定】 全国身体障害者施設協議会）※※会会員員ロロググイインン必必須須

（掲載ページ 未定）

（（２２））厚厚生生労労働働省省関関連連

● 障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラインについて（平成

年３月 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部）

● 障害者差別解消法 福祉事業者向けガイドライン

（令和６年３月 厚生労働大臣決定）

● 障害福祉の現場におけるハラスメント対策

・障害福祉の現場におけるハラスメント対策マニュアル

（令和４年３月 厚生労働省）

・障害福祉の現場における職員向けリーフレット

（令和４年３月 厚生労働省 障害者総合福祉推進事業「障害福祉の現場に

おけるハラスメントに関する調査研究事業」）
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● 障害福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き

（令和６年７月 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支

援局障害児支援課）

（（３３））権権利利条条約約関関連連

● 障害者の権利に関する条約（概要）（外務省）

● 障害者の権利に関する条約（外務省公定訳）

● 障害者の権利に関する委員会 日本の第一次報告書に対する最終見解（総括所見）（外務

省仮訳）（令和４年 月 国際連合 障害者の権利に関する委員会）

● 障害者の権利に関する委員会 緊急時を含む脱施設化に関するガイドライン

（令和４年９月 国際連合 障害者の権利に関する委員会）

（仮訳）精神障害当事者会ポルケ

（（４４））全全社社協協関関連連

● 講座一覧（社会福祉法人全国社会福祉協議会 中央福祉学院）

● 福祉の本 出版目録（社会福祉法人全国社会福祉協議会 出版部）
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